
 

○三郷市屋外広告物条例施行規則 

平成 28 年 3 月 30 日 

規則第 20 号 

改正 令和元年 6月 14 日規則第 2号 

改正 令和 4年 2月 25 日規則第 9号 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、三郷市屋外広告物条例（平成２８年条例第１７号。以下「条例」

という。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （条例第４条第１２号の規則で定める博物館、美術館及び病院） 

第２条 条例第４条第１２号の規則で定める博物館、美術館及び病院の建造物並びにそ

の敷地は、当該用途に供する部分の床面積の合計が２００平方メートル以上の当該建

造物並びにその敷地とする。 

 （表示又は設置の許可申請等） 

第３条 条例第７条の許可を受けようとする者は、屋外広告物等許可申請書（様式第１

号）正副各１通にそれぞれ次に掲げる書類等を添付して、市長に提出しなければなら

ない。ただし、当該許可申請が、はり紙、はり札、広告旗、立看板その他軽易な屋外

広告物に係るものである場合において、市長が必要がないと認めるときは、その書類

等の全部又は一部の添付を省略することができる。 

 (1) 屋外広告物（以下「広告物」という。）を表示し、又は広告物を掲出する物件（以

下「掲出物件」という。）を設置する場所を知り得る図面 

 (2) 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する場所の周囲の状況を知り得る写真 

 (3) 広告物又は掲出物件の形状、寸法、材料、構造、意匠、色彩等に関する仕様書及

び図面 

 (4) 既に設置されている掲出物件（申請の日において、設置した日から３月を経過し

ていない掲出物件及び建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第８８条第１項に

おいて準用する同法第７条第５項又は第７条の２第５項の規定による検査済証の交

付の日から１年を経過していない掲出物件を除く。）に広告物を表示しようとする

場合には、屋外広告物等点検報告書（様式第２号） 

 (5) 第１８条に規定する者に点検を行わせる場合は、その者の資格を証する書面又は

その写し（前号に掲げる報告書を提出する場合に限る。） 

 (6) 国、地方公共団体又は他人が管理し、又は所有する土地、建物又は工作物に広告

物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする場合には、その表示又は設置につい

てのこれらの者の許可又は承諾があったことを証する書面又はその写し 



 

 (7) 条例第１８条第２項の規定により広告物又は掲出物件を管理する者を置く場合に

は、当該管理する者が同条第３項各号のいずれかに該当する者であることを証する

書面又はその写し 

２ 市長は、前項の申請書の提出があったときは、条例第７条の許可をするか否かを決

定し、許可をした場合にあっては（新設・更新）許可通知書（様式第３号）に、許可

をしないこととした場合にあっては（新設・更新）不許可通知書（様式第４号）に、

当該申請書の副本を添えて、当該申請書を提出した者に交付するものとする。 

 （適用除外の基準） 

第４条 条例第８条第１項第４号、同条第２項第１号、第２号、第５号及び第９号、同

条第３項第１号及び第３号並びに同条第６項の規則で定める基準は、第６条各号に掲

げるもののほか、別表第１に定めるとおりとする。 

 （適用除外の許可申請等） 

第５条 条例第８条第５項第１号又は第２号に規定する広告物又は掲出物件に係る許可

を受けようとする者は、屋外広告物等許可申請書正副各１通にそれぞれ第３条第１項

各号に掲げる書類等を添付して、市長に提出しなければならない。 

２ 条例第８条第５項第３号に規定する広告物又は掲出物件に係る許可を受けようとす

る者は、屋外広告物等許可申請書正副各１通に、それぞれ次に掲げる書類等を添付し

て、市長に提出しなければならない。 

 (1) 第３条第１項各号に掲げる書類等 

 (2) 条例第８条第５項第３号に掲げる広告物又は掲出物件に該当することを証する書

類等 

３ 市長は、前２項の申請書の提出があったときは、条例第８条第５項の許可をするか

否かを決定し、許可をした場合にあっては（新設・更新）許可通知書に、許可をしな

いこととした場合にあっては（新設・更新）不許可通知書に、当該申請書の副本を添

えて、当該申請書を提出した者に交付するものとする。 

 （許可基準) 

第６条 条例第１１条第１項に規定する第７条及び第８条第５項の許可の基準は、次に

掲げるもののほか、別表第２に定めるとおりとする。ただし、条例第１６条第１項に

規定する特定地域の許可の基準は、別表第３のとおりとする。 

 (1) 同系統の中間色を使用することにより色調を整えてあること。 

 (2) 蛍光塗料、発光塗料又は反射塗料を使用していないこと。 

 (3) 裏面及び側面が美観を損わないものであること。 

 （許可期間の基準） 

第７条 条例第１２条第１項の規定により許可の期間を定める場合には、次の表に掲げ

る基準によるものとする。 

広告物の種類 許可期間の基準 



 

広告塔、広告板、電柱、街灯柱その他これらに類するものの

利用広告物（はり紙及びはり札を除く。）、標識利用広告物、

アーチ利用広告物及び自動車利用広告物 

３年以内 

掛看板 １年以内 

広告幕（つり下げを含む。）及びアドバルーン ３月以内 

立看板、はり紙、はり札及び広告旗 １月以内 

 （許可期間更新の申請等） 

第８条 条例第１２条第３項の規定により許可の期間の更新を受けようとする者は、屋

外広告物等許可期間更新申請書（様式第５号）正副各１通にそれぞれ次に掲げる書類

等を添付して、市長に提出しなければならない。 

 (1) 第３条第 1 項第 1 号、第 2 号及び第５号に掲げる書類等 

 (2) 屋外広告物等点検報告書 

２ 市長は、前項の申請書の提出があったときは、条例第１２条第３項の規定により許

可の期間を更新するか否かを決定し、許可をした場合にあっては（新設・更新）許可

通知書に、許可をしないこととした場合にあっては（新設・更新）不許可通知書に、

当該申請書の副本を添えて、当該申請書を提出した者に交付するものとする。 

 （変更又は改造の許可申請等） 

第９条 条例第１３条第１項の許可を受けようとする者は、屋外広告物等変更・改造許

可申請書（様式第６号）正副各１通にそれぞれ次に掲げる書類等を添付して、市長に

提出しなければならない。 

 (1) 第３条第１項第１号及び第３号に掲げる書類等 

 (2) 屋外広告物等点検報告書（広告物の表示内容のみを変更する場合を除く。） 

 (3) 第３条第１項第５号に掲げる書類等（前号に掲げる報告書を添付する場合に限

る。） 

 (4) 当該許可を受けようとする広告物又は掲出物件の現在の状況を示す写真 

２ 市長は、前項の申請書の提出があったときは、条例第１３条第１項の許可をするか

否かを決定し、許可をした場合にあっては（変更・改造）許可通知書（様式第７号）

に、許可をしないこととした場合にあっては（変更・改造）不許可通知書（様式第８

号）に、当該申請書の副本を添えて、当該申請書を提出した者に交付するものとする。 

 （軽微な変更等） 

第１０条 条例第１３条第１項の規則で定める軽微な変更又は改造は、次に掲げるとお

りとする。 

 (1) 広告物又は掲出物件の外観及び構造に著しい変更を伴わない修繕、補強、部品の

取替え又は塗替え 

 (2) 広告物の表示内容の変更であって、主たる内容以外の内容に係るもの 

 (3) 掲出物件に表示する広告物の変更であって、定期的なもの 



 

 （許可の証票及び押印の様式） 

第１１条 条例第１４条第１項の規則で定める許可の証票は、屋外広告物等許可証（様

式第９号）のとおりとする。 

２ 条例第１４条第１項ただし書の規則で定める許可の押印は、屋外広告物等許可印（様

式１０号）のとおりとする。 

 （国等の特例） 

第１２条 条例第１５条に規定する規則で定める広告物又はこれを掲出する物件は、次

の各号のいずれにも該当するものとする。 

 (1) 建造物又はその敷地以外の場所に表示し、又は設置されるもの 

 (2) 表示し、又は設置しようとする期間が１年を超えるもの 

 (3) 上端の高さが地上から１０メートルを超え、又は表示面積が１０平方メートルを

超えるもの 

 （特定地域の区域） 

第１３条 条例第１６条第１項に規定する特定地域は、三郷市景観計画（平成２２年告

示第２５７号）に定める重点地区で、三郷中央駅地区及び新三郷ららシティ地区とす

る。 

 （管理者の設置に係る基準)  

第１４条 条例第１８条第２項の規則で定める基準は、上端の高さが地上から４メート

ル以下であることとする。 

 （点検項目） 

第１５条 条例第１８条の２第１項本文の点検は、広告物又は掲出物件の種類及び特性

に応じて、当該広告物又は掲出物件の基礎部、上部構造、支持部、取付部等の変形、

腐食若しくは緩み、広告板の変形、腐食若しくは破損又は照明装置の破損若しくは変

形その他必要な項目について実施するものとする。 

 （点検の適用除外） 

第１６条 条例第１８条の２第１項ただし書の規則で定める広告物又は掲出物件は、次

に掲げるものとする。 

 (1) 貼り紙、貼り札、広告旗、立看板、広告幕（つり下げを含む。）、アドバルーン

その他これらに類する軽易な広告物 

 (2) 前号に掲げるもののほか、市長が条例第１８条の２第１項本文の点検の必要がな

いと認めるもの 

 （点検を実施する物の区分） 

第１７条 条例第１８条の２第２項の規則で定める広告物又は掲出物件は、条例の規定

による許可又は許可の更新の申請が必要な物件のうち、上端の高さが地上から４メー

トルを超えるものとする。 

２ 条例第１８条の２第３項の規則で定める広告物又は掲出物件は、条例の規定による



 

許可又は許可の更新の申請が必要な物件のうち、上端の高さが地上から４メートル以

下のもの及び許可又は許可の更新の申請が不要なものとする。 

 （点検実施者の資格） 

第１８条 条例第１８条の２第２項の規則に定める者は、埼玉県屋外広告物条例（昭和

５０年条例第４２号）第１４条の２第２項に掲げる者とする。 

 （点検結果の提出） 

第１９条 条例第１８条の２第４項の規定による点検結果の提出は、屋外広告物等点検

報告書によるものとする。 

２ 屋外広告物等点検報告書は、条例第１８条の２第１項本文の点検を行った者が作成

するものとする。 

 （除却の届出） 

第２０条 条例第１９条第２項の規定による届出は、除却届（様式第１１号）に除却す

る前後の状況を示す写真を添付して行うものとする。 

 （保管した広告物又は掲出物件の一覧簿の様式等） 

第２１条 条例第２２条第３項の規則で定める様式は、屋外広告物等保管物件一覧簿（様

式第１２号）とする。 

２ 条例第２２条第３項の規則で定める場所は、三郷市都市デザイン課事務室とする。 

 （返還の手続） 

第２２条 条例第２３条第１号の保管した広告物又は掲出物件（条例第２５条の規定に

より売却した代金を含む。）を返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所

を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその広告物又は掲出物

件の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、屋外広告物等受領書（様

式第１３号）と引換えに返還するものとする。 

 （広告物を表示する者等に対する検査等における身分を示す証明書） 

第２３条 条例第２７条第２項の証明書の様式は、身分証明書（様式第１４号）のとお

りとする。 

 （管理者等の届出） 

第２４条 条例第２９条第１項の規定による届出は、屋外広告物等管理者設置・廃止届

（様式第１５号）を市長に提出して行うものとする。この場合において、条例第１８

条第２項の規定により広告物又は掲出物件を管理する者を置いたときは、同条第３項

各号のいずれかに該当する者であることを証する書面又はその写しを添付しなければ

ならない。 

２ 条例第２９条第２項の規定による届出は、屋外広告物等表示・設置者（管理者）変

更届（様式第１６号）を市長に提出して行うものとする。この場合においては、前項

後段の規定を準用する。 

３ 条例第２９条第３項の規定による届出は、屋外広告物等表示・設置者（管理者）氏



 

名・名称・住所変更届（様式第１７号）を市長に提出して行うものとする。 

４ 条例第２９条第４項の規定による届出は、屋外広告物等滅失届（様式第１８号）を

市長に提出して行うものとする。 

 （その他） 

第２５条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 この規則は、平成２８年１０月１日から施行する。 

   附 則（令和元年６月１４日規則第２号） 

 この規則は、令和元年７月１日から施行する。 

   附 則（令和４年２月２５日規則第９号） 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前の三郷市屋外広告物条例施行規則の規

定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお

当分の間、使用することができる。 

別表第１（第４条関係） 

 １ 条例第８条第１項第４号の基準 

   表示する広告物又は設置する掲出物件の広告物を表示する面の面積（以下「表示

面積」という。）は、表示方向から見た公益上必要な施設又は物件の投影面積の２

０分の１以下で、かつ、０．５平方メートル以下であること。 

 ２ 条例第８条第２項第１号の基準 

表示又は設

置の場所 

自家広告物の種類 基準 

条例第４条

各号に掲げ

る地域又は

場所（禁止

地域等） 

建造物

利用広

告物 

屋上利用

広告物 

(1) 表示面積（一の建築物の屋上に複数の広告物を

表示し、又は掲出物件を設置する場合にあっては、

それらの表示面積を合算した面積）は、５平方メ

ートル以下であること。 

(2) 上端の高さは、地上から１０メートル以下であ

ること。 

(3) 壁面から突き出していないこと。 

(4) 広告物自体の高さは、２メートル以下であるこ

と。 

壁面利用

広告物 

(1) 表示面積（一の壁面に複数の広告物を表示し、

又は掲出物件を設置する場合にあっては、それら

の表示面積を合算した面積）は、広告物を表示し、



 

又は掲出物件を設置する一の壁面の面積（当該壁

面にある窓その他の開口部分の面積を含む。以下

同じ。)の５分の１以下で、かつ、１０平方メート

ル以下であること。 

(2) 上端の高さは、軒高以下であること。 

(3) 建築物の３階以上の階にある窓又は開口部の全

部又は一部をふさいで表示し、又は設置しないこ

と。 

突出し広

告物 

(1) 表示面積は、３平方メートル以下であること。 

(2) 上端の高さは、壁面の高さ以下であること。 

(3) 壁面からの突出し幅は、１メートル以下である

こと。 

(4) 道路上に突き出していないこと。 

建造物から独立し

た広告物 

(1) 表示面積は、５平方メートル以下であること。 

(2) 上端の高さは、地上から７メートル以下である

こと。 

(3) 自己の住所、事業所等における設置個数は、３

個以下であること。 

(4) 道路上に突き出していないこと。 

広告幕（つり下げを

含む。） 

長さは１０メートル以下で、かつ、幅は１メートル

以下であること。 

広告旗 (1) 表示面は、縦１．８メートル以下及び横０．６

メートル以下であること。 

(2) 高さは、３メートル以下であること。 

(3) 道路上に突き出していないこと。 

(4) 道路境界線から５メートル以内に設置する場合

は、広告旗（３メートル以内の範囲に連続して設

置する個数が３以下の組とするときを含む。）相

互の距離は、５メートル以上であること。ただし、

自己の住所、事業所等で、設置する総個数が３以

下の場合は、この限りでない。 

掛看板 表示面積（広告物を表示する面が２以上あるものに

あっては、それぞれ１の面の面積）は、１平方メー

トル以下であること。 

はり紙、はり札及び

立看板 

(1) はり紙又ははり札にあっては表示面積が１平方

メートル以下、立看板にあっては大きさが縦（脚



 

部を含む。）１．８メートル以下及び横０．６メ

ートル以下であること。 

(2) 道路上に突き出していないこと。 

条例第７条

に規定する

地域または

場所（許可

地域） 

建造物

利用広

告物 

屋上利用

広告物（三

郷中央駅

地区を除

く。） 

(1) 木造建築物を利用する場合 

 ア 表示面積（一の建築物の屋上に複数の広告物

を表示し、又は掲出物件を設置する場合にあっ

ては、それらの表示面積を合算した面積。次号

アにおいて同じ。）は、１０平方メートル以下

であること。 

 イ 上端の高さは、地上から１２メートル以下で

あること。 

(2) 鉄筋コンクリート造、鉄骨造等の建築物を利用

する場合 

 ア 表示面積は、広告物を表示し、又は掲出物件

を設置する建築物の壁面の面積を合算した面積

（以下「総壁面面積」という。）の１（当該面

積が１０平方メートルに満たないときは、１０

平方メートル）以下であること。ただし、特定

地域内においては、表示面積は、広告物の向い

ている方向からの建築物の一の壁面最大投影面

積の１０分の１（当該面積が１０平方メートル

に満たないときは、１０平方メートル）以下で

あること。 

 イ 上端の高さは、地上から軒高の３分の５以下

で、かつ、４８メートル（当該軒高の３分の５

が１２メートルに満たないときは、地上から１

２メートル）以下であること。 

(3) 壁面から突き出していないこと。 

壁面利用

広告物 

(1) 表示面積（一の壁面に複数の広告物を表示し、

又は掲出物件を設置する場合にあっては、それら

の表示面積を合算した面積）は、広告物を表示し、

又は掲出物件を設置する一の壁面の面積の５分

の１以下であること。ただし、都市計画法（昭和

４３年法律第１００号）第８条第１項の規定によ

り定められた近隣商業地域及び商業地域につい

ては、１０分の３以下であること。 



 

(2) 建築物の３階以上の階にある窓又は開口部の全

部又は一部をふさいで表示し、又は設置しないこ

と。 

突出し広

告物 

(1) 上端の高さは、壁面の高さ以下であること。 

(2) 壁面からの突出し幅は、１．２メートル以下で

あること。 

(3) 道路上に突き出していないこと。 

建造物から独立し

た広告物 

(1) 表示面積は、１０平方メートル以下であること。 

(2) 上端の高さは、地上から１０メートル以下であ

ること。 

(3) 自己の住所、事業所等における設置個数は、４

個以下であること。 

(4) 道路上に突き出していないこと。 

広告幕（つり下げを

含む。） 

長さは１５メートル以下で、かつ、幅は１．２メー

トル以下であること。 

広告旗 (1) 表示面積（広告物を表示する面が２以上あるも

のにあっては、それぞれ１の面の面積）は、２平

方メートル以下であること。 

(2) 高さは、３メートル以下であること。 

(3) 道路上に突き出していないこと。 

(4) 道路境界線から５メートル以内に設置する場合

は、広告旗（３メートル以内の範囲に連続して設

置する個数が３以下の組とするときを含む。）相

互の距離は、５メートル以上であること。ただし、

自己の住所、事業所等で、設置する総個数が３以

下の場合は、この限りでない。 

掛看板 表示面積（広告物を表示する面が２以上あるものに

あっては、それぞれ１の面の面積）は、２平方メー

トル以下であること。 

はり紙、はり札及び

立看板 

(1) はり紙又ははり札にあっては表示面積が１平方

メートル以下、立看板にあっては大きさが縦（脚

部を含む。）１．８メートル以下及び横０．６メ

ートル以下であること。 

(2) 道路上に突き出していないこと。 

 ３ 条例第８条第２項第２号の基準 

  表示面積は、２平方メートル以下であること。 



 

 ４ 条例第８条第２項第５号の基準 

   次の各号のいずれかに該当する広告物であること。 

  (1) 自己の氏名、店名、会社名等及び商標、商品名等を表示する広告物 

  (2) 乗用旅客自動車に表示される広告物のうち、表示面積が、各側部にあっては１

平方メートル以下、後部にあっては０．３平方メートル以下であるもの 

  (3) 乗合旅客自動車又は貸切旅客自動車に表示される広告物のうち、表示面積が、

車体底部を除く表面積の１０分の３以下であって、車体の窓及びドア等のガラス

部分に表示されないもの 

 ５ 条例第８条第２項第９号の基準 

  (1) 当該工事期間中に限り表示するものであること。 

  (2) 空、動物、植物、風景その他周囲の景観に調和したものを描写した絵画又は被

写体とした写真であること。 

  (3) 設計者、工事施工者、工事監理者等の氏名、名称、店名又は商標を表示する場

合は、その表示面積は、表示方向から見た板塀その他これに類する仮囲いの投影

面積の２０分の１以下であること。 

 ６ 条例第８条第３項第１号の基準 

  (1) 石垣又は擁壁を利用する場合の表示面積は、５平方メートル以下であること。 

  (2) 送電塔、送受信塔、照明塔、展望塔、煙突又はガスタンク、水道タンクその他

のタンクを利用する場合の表示面積は、１５平方メートル以下であること。 

  (3) 景観重要建造物を利用する場合における表示面積等は、２の規定を準用する。 

 ７ 条例第８条第３項第３号の基準 

  空、動物、植物、風景その他周囲の景観に調和したものを描写した絵画又は被写体

とした写真であること。 

 ８ 条例第８条第６項の基準 

  (1) はり紙又ははり札にあっては表示面積が１平方メートル以下、広告旗又は立看

板にあっては大きさが縦（立看板については、脚部を含む。）１．８メートル以

下及び横０．６メートル以下であること。 

  (2) 広告旗については、高さが３メートル以下であり、かつ、道路上に突き出して

いないこと。 

  (3) はり紙には表示の始期及び終期、はり札、広告旗又は立看板には表示しようと

する者の氏名及び住所並びに表示の始期及び終期が明示されていること。 

 備考 

  １ 自家広告物とは、自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しく

は営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に

表示する広告物又はこれに係る掲出物件をいう（別表第２及び別表第３において

同じ。）。 



 

  ２ 乗用旅客自動車とは、道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第３条第１号

ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者が旅客の運送を行うため

その事業の用に供する自動車をいう。 

  ３ 乗合旅客自動車とは、道路運送法第３条第１号イに規定する一般乗合旅客自動

車運送事業を経営する者が旅客の運送を行うためその事業の用に供する自動車を

いう。 

  ４ 貸切旅客自動車とは、道路運送法第３条第１号ロに規定する一般貸切旅客自動

車運送事業を経営する者が旅客の運送を行うためその事業の用に供する自動車を

いう。 

別表第２(第 6 条関係) 

 １ 条例第７条に係る許可の基準（特定地域を除く） 

広告物の種類 基準 

建 造 物

利 用 広

告物 

屋上利用

広告物 

(1) 木造建築物を利用する場合 

 ア 表示面積（一の建築物の屋上に複数の広告物を表示し、又

は掲出物件を設置する場合にあっては、それらの表示面積を

合算した面積。次号アにおいて同じ。）は、１０平方メート

ル以下であること。 

 イ 上端の高さは、地上から１２メートル以下であること。 

(2) 鉄筋コンクリート造、鉄骨造等の建築物を利用する場合 

 ア 表示面積は、総壁面面積の１０分の１（当該面積が１０平

方メートルに満たないときは、１０平方メートル）以下であ

ること。 

 イ 上端の高さは、地上から軒高の３分の５以下で、かつ、４

８メートル（当該軒高の３分の５が１２メートルに満たない

ときは、地上から１２メートル）以下であること。 

(3) 壁面から突き出していないこと。 

壁面利用

広告物 

(1) 表示面積（一の壁面に複数の広告物を表示し、又は掲出物件

を設置する場合にあっては、それらの表示面積を合算した面

積）は、広告物を表示し、又は掲出物件を設置する一の壁面の

面積の５分の１以下であること。ただし、都市計画法第８条第

１項の規定により定められた近隣商業地域及び商業地域につ

いては、１０分の３以下であること。 

(2) 建築物の３階以上の階にある窓又は開口部の全部又は一部

をふさいで表示し、又は設置しないこと。 

突出し広

告物 

(1) 上端の高さは、壁面の高さ以下であること。 

(2) 壁面からの突出し幅は、１．２メートル以下であること。 



 

(3) 下端の高さは、歩道上にあっては路面から３メートル以上、

車道上にあっては路面から４．５メートル以上であること。 

建造物から独立した

広告物 

(1) 表示面積は、１０平方メートル以下であること。ただし、自

家広告物については、６０平方メートル以下であること。 

(2) 上端の高さは、地上から１０メートル以下であること。 

(3) 道路上に突き出していないこと。ただし、自家広告物につい

ては、道路上に突き出す場合の下端の高さが歩道上にあっては

路面から３メートル以上、車道上にあっては路面から４．５メ

ートル以上であること。 

(4) 市街化調整区域においては、使用されている色彩のうち面積

が最大のもののマンセル値による彩度（以下「彩度」という。）

が６以下の色彩であること。ただし、自家広告物については、

この限りでない。 

広告幕（つり下げを

含む。） 

(1) 長さは１５メートル以下で、かつ、幅は１．２メートル以下

であること。 

(2) 道路上における下端の高さは、路面から５メートル以上であ

ること。 

広告旗 (1) 表示面は、縦１．８メートル以下及び横０．６メートル以下

であること。 

(2) 高さは、３メートル以下であること。 

(3) 道路上に突き出していないこと。 

(4) 道路境界線から５メートル以内に設置する場合は、広告旗

（３メートル以内の範囲に連続して設置する個数が３以下の

組とするときを含む。）相互の距離は、５メートル以上である

こと。ただし、自己の住所、事業所等で、設置する総個数が３

以下の場合は、この限りでない。 

(5) 表示しようとする者の連絡先が明示されていること。 

掛看板 (1) 表示面積（広告物を表示する面が２以上あるものにあって

は、それぞれ１の面の面積）は、２平方メートル以下であるこ

と。 

(2) 下端の高さは、歩道上にあっては路面から３メートル以上、

車道上にあっては路面から４．５メートル以上であること。 

電柱、街

灯 柱 等

利 用 広

告物 

袖付広告

物 

(1) 縦の長さは１．２メートル以下で、かつ、出幅は０．６メー

トル以下であること。 

(2) 下端の高さは、歩道上にあっては路面から３メートル以上、

車道上にあっては路面から４．５メートル以上であること。 



 

(3) 車道寄りの歩道部分に位置する電柱、街灯柱等に取り付けら

れるものについては、歩道の中央部分に向けて突き出されてい

ること。 

巻付広告

物 

上端の高さは、地上から３．２メートル以下で、かつ、下端の高

さは、地上から１．２メートル以上であること。 

はり紙、はり札及び

立看板 

(1) はり紙又ははり札にあっては表示面積が１平方メートル以

下、立看板にあっては大きさが縦（脚部を含む。）１．８メー

トル以下及び横０．６メートル以下であること。 

(2) はり札又は立看板には表示しようとする者の連絡先が明示

されていること。 

アドバルーン (1) 気球部分の直径は、３メートル以下であること。 

(2) 広告幕（網を含む。）の長さは１５メートル以下で、かつ、

幅は１．５メートル以下であること。 

(3) 上端の高さは、地上から４５メートル以下であること。 

アーチ利用広告物 (1) 広告物を掲出したアーチ（支柱部分を除く。）の上端の高さ

は、歩道上にあっては路面から５．５メートル以下、車道上に

あっては路面から７．５メートル以下であること。 

(2) 広告物を掲出したアーチ（支柱部分を除く。）の下端の高さ

は、歩道上にあっては路面から３．５メートル以上、車道上に

あっては路面から５メートル以上であること。 

(3) アーチの支柱部分に掲出される広告物の上端の高さは、地上

から３メートル以下、その下端の高さは、地上から１．２メー

トル以上であること。 

標識利用広告物 表示面積（広告物を表示する面が２以上あるものにあっては、そ

れぞれ 1 の面の面積）は、０．５平方メートル以下であること。 

自動車利用広告物 次の各号のいずれかに該当するものであること。 

(1) 自動車登録規則（昭和４５年運輸省令第７号）別表第２に規

定する広告宣伝用自動車を利用するもの 

(2) 前号以外のもので、表示面積が各側部にあっては１平方メー

トル以下、後部にあっては０．３平方メートル以下であるもの 

バス停上屋利用広告

物 

１面の表示面積は、２平方メートル以下であること。 

 ２ 条例第８条第５項第１号に係る許可の基準 

自家広告物の種類 基準 

建 造 物 屋上利用 (1) 木造建築物を利用する場合 



 

利 用 広

告物 

広告物  ア 表示面積（一の建築物の屋上に複数の広告物を表示し、

又は掲出物件を設置する場合にあっては、それらの表示面

積を合算した面積。次号アにおいて同じ。）は、１０平方

メートル以下であること。 

 イ 上端の高さは、地上から１２メートル以下であること。 

(2) 鉄筋コンクリート造、鉄骨造等の建築物を利用する場合 

 ア 表示面積は、総壁面面積の１０分の１（当該面積が１０

平方メートルに満たないときは、１０平方メートル）以下

であること。 

 イ 上端の高さは、地上から軒高の３分の５以下で、かつ、

４８メートル（当該軒高の３分の５が１２メートルに満た

ないときは、地上から１２メートル）以下であること。 

(3) 壁面から突き出していないこと。 

壁面利用

広告物 

(1) 表示面積（一の壁面に複数の広告物を表示し、又は掲出物

件を設置する場合にあっては、それらの表示面積を合算した

面積）は、広告物を表示し、又は掲出物件を設置する一の壁

面の面積の５分の１以下であること。ただし、都市計画法第

８条第１項の規定により定められた近隣商業地域及び商業地

域については、１０分の３以下であること。 

(2) 上端の高さは、軒高以下であること。 

(3) 建築物の３階以上の階にある窓又は開口部の全部又は一部

をふさいで表示し、又は設置しないこと。 

突出し広

告物 

(1) 表示面積は、６平方メートル以下であること。 

(2) 上端の高さは、壁面の高さ以下であること。 

(3) 壁面からの突出し幅は、１．２メートル以下であること。 

(4) 下端の高さは、歩道上にあっては路面から３メートル以上、

車道上にあっては路面から４．５メートル以上であること。 

建造物から独立した

広告物 

(1) 表示面積は、１０平方メートル以下であること。 

(2) 上端の高さは、地上から１０メートル以下であること。 

(3) 自己の住所、事業所等における設置個数は、４個以下であ

ること。 

(4) 下端の高さは、歩道上にあっては路面から３メートル以上、

車道上にあっては路面から４．５メートル以上であること。 

広告幕（つり下げを

含む。） 

長さは１５メートル以下で、かつ、幅は１．２メートル以下で

あること。 

広告旗 (1) 表示面積（広告物を表示する面が２以上あるものにあって



 

は、それぞれ１の面の面積）は、２平方メートル以下である

こと。 

(2) 高さは、３メートル以下であること。 

(3) 道路上に突き出していないこと。 

(4) 道路境界線から５メートル以内に設置する場合は、広告旗

（３メートル以内の範囲に連続して設置する個数が３以下の

組とするときを含む。）相互の距離は、５メートル以上であ

ること。ただし、自己の住所、事業所等で、設置する総個数

が３以下の場合は、この限りでない。 

掛看板 表示面積（広告物を表示する面が２以上あるものにあっては、

それぞれ１の面の面積）は、２平方メートル以下であること。 

 ３ 条例第８条第５項第２号に係る許可の基準 

   表示面積は、１０平方メートル以下であること。 

 ４ 条例第８条第５項第３号に係る許可の基準 

広告物の種類 基準 

全ての広告物 (1) 周辺の景観に調和した色彩、意匠等に配慮すること。 

(2) 広告物又は掲出物件には、広告料収入を当該公益上必要な施

設又は物件の設置又は管理に要する費用に充てる旨が明示さ

れていること 

建 造 物

利 用 広

告物 

屋上利用

広告物 

(1) 木造建築物を利用する場合 

 ア 表示面積（一の建築物の屋上に複数の広告物を表示し、又

は掲出物件を設置する場合にあっては、それらの表示面積を

合算した面積。次号アにおいて同じ。）は、１０平方メート

ル以下であること。 

 イ 上端の高さは、地上から１２メートル以下であること。 

(2) 鉄筋コンクリート造、鉄骨造等の建築物を利用する場合 

 ア 表示面積は、総壁面面積の１０分の１（当該面積が１０平

方メートルに満たないときは、１０平方メートル）以下であ

ること。 

 イ 上端の高さは、地上から軒高の３分の５以下で、かつ、４

８メートル（当該軒高の３分の５が１２メートルに満たない

ときは、地上から１２メートル）以下であること。 

(3) 壁面から突き出していないこと。 

壁面利用

広告物 

(1) 表示面積（一の壁面に複数の広告物を表示し、又は掲出物件

を設置する場合にあっては、それらの表示面積を合算した面

積）は、広告物を表示し、又は掲出物件を設置する一の壁面の



 

面積の５分の１以下であること。ただし、都市計画法第８条第

１項の規定により定められた近隣商業地域及び商業地域につ

いては、１０分の３以下であること。 

(2) 上端の高さは、軒高以下であること。 

(3) 建築物の３階以上の階にある窓又は開口部の全部又は一部

をふさいで表示し、又は設置しないこと。 

突出し広

告物 

(1) 表示面積は、６平方メートル以下であること。 

(2) 上端の高さは、壁面の高さ以下であること。 

(3) 壁面からの突出し幅は、１．２メートル以下であること。 

(4) 下端の高さは、歩道上にあっては路面から３メートル以上、

車道上にあっては路面から４．５メートル以上であること。 

建造物から独立した

広告物 

(1) 表示面積は、１０平方メートル以下であること。 

(2) 上端の高さは、地上から１０メートル以下であること。 

(3) 下端の高さは、歩道上にあっては路面から３メートル以上、

車道上にあっては路面から４．５メートル以上であること。 

広告幕（つり下げを

含む。） 

長さは１５メートル以下で、かつ、幅は１．２メートル以下であ

ること。 

広告旗 (1) 表示面積（広告物を表示する面が２以上あるものにあって

は、それぞれ１の面の面積）は、２平方メートル以下であるこ

と。 

(2) 高さは、３メートル以下であること。 

(3) 道路上に突き出していないこと。 

(4) 道路境界線から５メートル以内に設置する場合は、広告旗

（３メートル以内の範囲に連続して設置する個数が３以下の

組とするときを含む。）相互の距離は、５メートル以上である

こと。ただし、自己の住所、事業所等で、設置する総個数が３

以下の場合は、この限りでない。 

掛看板 表示面積（広告物を表示する面が２以上あるものにあっては、そ

れぞれ１の面の面積）は、２平方メートル以下であること。 

電柱、街

灯 柱 等

利 用 広

告物 

袖付広告

物 

(1) 縦の長さは１．２メートル以下で、かつ、出幅は０．６メー

トル以下であること。 

(2) 下端の高さは、歩道上にあっては路面から３メートル以上、

車道上にあっては路面から４．５メートル以上であること。 

(3) 車道寄りの歩道部分に位置する電柱、街灯柱等に取り付けら

れるものについては、歩道の中央部分に向けて突き出されてい

ること。 



 

巻付広告

物 

上端の高さは、地上から３．２メートル以下で、かつ、下端の高

さは、地上から１．２メートル以上であること。 

はり紙、はり札及び

立看板 

(1) はり紙又ははり札にあっては表示面積が１平方メートル以

下、立看板にあっては大きさが縦（脚部を含む。）１．８メー

トル以下及び横０．６メートル以下であること。 

(2) はり札又は立看板には表示しようとする者の連絡先が明示

されていること。 

アドバルーン (1) 気球部分の直径は、３メートル以下であること。 

(2) 広告幕（網を含む。）の長さは１５メートル以下で、かつ、

幅は１．５メートル以下であること。 

(3) 上端の高さは、地上から４５メートル以下であること。 

アーチ利用広告物 (1) 広告物を掲出したアーチ（支柱部分を除く。）の上端の高さ

は、歩道上にあっては路面から５．５メートル以下、車道上に

あっては路面から７．５メートル以下であること。 

(2) 広告物を掲出したアーチ（支柱部分を除く。）の下端の高さ

は、歩道上にあっては路面から３．５メートル以上、車道上に

あっては路面から５メートル以上であること。 

(3) アーチの支柱部分に掲出される広告物の上端の高さは、地上

から３メートル以下、その下端の高さは、地上から１．２メー

トル以上であること。 

標識利用広告物 表示面積(広告物を表示する面が 2 以上あるものにあっては、そ

れぞれ 1 の面の面積)は、0.5 平方メートル以下であること。 

自動車利用広告物 次の各号のいずれかに該当するものであること。 

(1) 自動車登録規則別表第２に規定する広告宣伝用自動車を利

用するもの 

(2) 前号以外のもので、表示面積が各側部にあっては１平方メー

トル以下、後部にあっては０．３平方メートル以下であるもの 

バス停上屋利用広告 １面の表示面積は、２平方メートル以下であること。 

 備考 

   マンセル値とは、日本産業規格（産業標準化法（昭和２４年法律第１８５号）第

１１条、第１４条第２項又は第１５条第２項の規定により制定された産業標準をい

う。以下同じ。）のＺ８７２１に定める表面色の色知覚の三属性（色相、明度及び

彩度をいう。以下同じ。）を尺度化して表示する方法における当該尺度をいう。 

別表第３（第６条関係） 

 １ 条例第７条に係る許可の基準（特定地域内の許可の基準） 

広告物の種類 基準 



 

建 造 物

利 用 広

告物 

屋上利用広告

物（三郷中央

駅地区） 

設置してはならない。ただし、壁面に広告物を設置すること

ができないやむを得ない理由があり、かつ、次の各号のいず

れかに該当する広告物は、この限りでない。 

(1) 自家広告物で、建築物の屋上を利用する設備機器類の露

出を防ぐ目的で設置するパネル、目隠しフェンス等に、当

該建築物の名称又はこれらに類するものを切り文字で表

示するもの 

(2) 自家広告物で、一面の表示面積が２０平方メートル以下

で、かつ、上端の高さが地上から１０メートル以下のもの 

屋上利用広告

物（新三郷ら

ら シ テ ィ 地

区） 

(1) 木造建築物を利用する場合 

 ア 表示面積（一の建築物の屋上に複数の広告物を表示

し、又は掲出物件を設置する場合にあっては、それらの

表示面積を合算した面積。次号アにおいて同じ。）は、

１０平方メートル以下であること。 

 イ 上端の高さは、地上から１２メートル以下であるこ

と。 

(2) 鉄筋コンクリート造、鉄骨造等の建築物を利用する場合 

 ア 表示面積は、広告物の向いている方向からの建築物の

一の壁面最大投影面積の１０分の１（当該面積が１０平

方メートルに満たないときは、１０平方メートル）以下

であること。 

 イ 上端の高さは、地上から軒高の３分の５以下で、かつ、

４８メートル（当該軒高の３分の５が１２メートルに満

たないときは、地上から１２メートル）以下であること。 

(3) 壁面から突き出していないこと。 

(4) 自家広告物であること。 

壁面利用広告

物 

(1) 表示面積（一の壁面に複数の広告物を表示し、又は掲出

物件を設置する場合にあっては、それらの表示面積を合算

した面積）は、広告物を表示し、又は掲出物件を設置する

一の壁面の面積の５分の１以下であること。ただし、都市

計画法第８条第１項の規定により定められた近隣商業地

域及び商業地域については、１０分の３以下であること。 

(2) 建築物の３階以上の階にある窓又は開口部の全部又は

一部をふさいで表示し、又は設置しないこと。 

(3) 自家広告物であること。 

突出し広告物 (1) 上端の高さは、壁面の高さ以下であること。 



 

(2) 壁面からの突出し幅は、１．２メートル以下であること。 

(3) 道路上に突き出していないこと。 

(4) 自家広告物であること。 

建造物から独立した広

告物 

(1) 表示面積は、１０平方メートル以下であること。ただし、

自家広告物については、４０平方メートル以下であるこ

と。 

(2) 上端の高さは、地上から１０メートル以下であること。 

(3) 道路上に突き出していないこと。 

(4) 表示面積が一面で３０平方メートルを超える場合につ

いては、使用されている色彩のうち面積が最大のもののマ

ンセル値による色相（以下「色相」という。）がＲ、ＹＲ

又はＹである色彩については彩度８以下、その他の色相の

色彩については彩度６以下の色彩であること。 

(5) 広告物のうち広告の内容を表示する部分以外の部分又

は掲出物件に係る色彩は、色相がＲ、ＹＲ又はＹである色

彩については彩度６以下、その他の色相の色彩については

彩度３以下の色彩であること。 

広告旗 (1) 表示面は、縦１．８メートル以下及び横０．６メートル

以下であること。 

(2) 高さは、３メートル以下であること。 

(3) 道路上に突き出していないこと。 

(4) 道路境界線から５メートル以内に設置する場合は、広告

旗（３メートル以内の範囲に連続して設置する個数が３以

下の組とするときを含む。）相互の距離は、５メートル以

上であること。ただし、自己の住所、事業所等で、設置す

る総個数が３以下の場合は、この限りでない。 

(5) 表示しようとする者の連絡先が明示されていること。 

上記以外の広告物 別表第２の１条例第７条に係る許可の基準（特定地域を除

く）に定める基準に適合していること。 

 備考 

   マンセル値とは、日本産業規格のＺ８７２１に定める表面色の色知覚の三属性を

尺度化して表示する方法における当該尺度をいう。 

 


